
ルール形成に向けた戦略的な標準の活用

令和元年 1 0月
経 済 産 業 省
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標準化とは（身の回りの標準化とその役割）

 標準化とは、「もの」や「事柄」の単純化、秩序化、試験・評価方法の統一により、製品
やサービスの互換性・品質・性能・安全性の確保、環境保護、利便性を向上するもの。

 我々の身の回りには、標準化にまつわるものが多くあり、欠かせない存在。

形や寸法が統一され、
どこでも、誰でも利用できる

誰でも一目で特定のものとして
認識できる

リチウムイオンバッテリーの
発火防止

幼児対策として、ロック付、
回転ホイールを堅くする

互換性、品質の確保 安心・安全の確保
形や寸法の統一、一定の強度の要
求により、安心かつ安全に使用できる

車イススロープ

高齢者・障害者の安全確保

情報・認識の共有

省エネルギーラベル
(省エネ目標表示)点字ブロック

ものに接触するだけで判別できる
日常生活で安全に暮らせる

省エネ性能の見える化
環境にやさしい

形態安定加工

利便性向上
生活でより役立つもの

環境保護

海洋生分解性プラスチック
(2020年発行予定) QRコード
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標準が引用された身近なルール

 ステークホルダーのコンセンサスで作られる成果文書（規格）は任意。
 規制や制度、調達条件への引用、企業間取引での条件化で、ルールとしての強制力を

有するように。

省エネ制度での標準の引用
家庭用エアコンのトップランナー制度に
おいては、評価指標である「通年エネル
ギー消費効率」の測定・算出方法を
JIS C 9612（エアコン）として定め、
利用している。

発電用風力設備の技術基準に
おける標準の引用

雷により発生する電流から風力設備
を保護する被雷設備（電流を安全に
地中に流す設備）については、「JIS
C 1400-24; 2014 風車－第24
部：雷保護」に規定する雷保護シス
テムに適合する構造であることが求め
られている。
【風技解釈第７条第６項第２項イ号】
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『標準』の定義 ~JIS Z 8002~

• 与えられた状況において最適な秩序を達成することを目的に，共通的に繰り返して使用するた
めに，活動又はその結果に関する規則，指針又は特性を規定する文書であって，合意によっ
て確立し，一般に認められている団体によって承認されているもの。

• 対応する英語：standard

規格

• 関連する人々の間で利益又は利便が公正に得られるように，統一し，又は単純化する目的
で，もの（生産活動の産出物）及びもの以外（組織，責任権限，システム，方法など）
について定めた取決め。

• 測定に普遍性を与えるために定めた基本として用いる量の大きさを表す方法又はもの（SI 単
位，キログラム原器，ゲージ，見本など）

• 対応する英語：standard

標準

• 実在の問題又は起こる可能性がある問題に関して，与えられた状況において最適な秩序を得
ることを目的として，共通に，かつ，繰り返して使用するための記述事項を確立する活動。

• 対応する英語：standardization

標準化



 ステークホルダーの関与の広さなどにより、概念的に3つの種類が存在。
 作成プロセスや作成組織（国際、地域、国家、団体, etc.）により、標準の分類分け

がなされる。

標準化の種類（デジュール、コンソーシアム、デファクト）

デジュール コンソーシアム デファクト

例  国際規格（ISO、IEC、
ITUの作成する規格）

 各国の国家規格（JIS
など）

 IEEE、SAE、WiFi
Consortiumなど

 Windows、Google各種
アプリ

特徴  幅広くステークホル
ダーを集めて議論（合
意の水準が高い）

 作るのに時間がかか
る（ISO/IECは3年以上）

 規制に用いられる

 業界団体等関心があ
る企業等が集まり議
論（合意の水準は限
定的）

 作成スピードは速い
 業界ルール的

 ある企業の製品・サー
ビスが、国際的に通用
する状態であり、いわゆ
る標準化の「合意形成」
プロセスは存在せず
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日本産業規格
（ＪＩＳ）

約10,800規格

国際標準化機構（ISO）
（電気分野以外の国際標準）

［理事国数20 （日本は常任理事国）］

国際電気標準会議（IEC）
（電気分野の国際標準）

［評議国数15 （日本は常任評議国）］
専門委員会数 759

（うち日本が幹事 72） 専門委員会数 195
（うち日本が幹事 26）

＜共管＞経産省
厚労省・国交省
農水省・文科省
総務省・環境省

ＩＳＯ／ＩＥＣ国内審議団体
工業会・学会等（約３００）

委員構成：生産者、使用者、消費者、学識経験者等
事務局：経済産業省

★ISO／IECの各委員会等には、
個々の国内審議団体、関係企
業・機関等が、JISCの下で対応

民間企業

研究機関 学会・大学

会長 遠藤 信博 氏
（日本電気（株） 会長）

工業会

日本産業標準調査会
Japanese Industrial Standards Committee（JISC）

＜常任理事国（６ヶ国）＞
米国、ドイツ、フランス
英国、日本、中国

＜常任評議国（６ヶ国）＞
米国、ドイツ、フランス
英国、日本、中国

国際標準化
（ISO/IEC）

国
内
標
準
化

（JIS

）

国際標準化機構（ISO）/国際電気標準会議（IEC）は、各国一標準化機関によって構成。
我が国は、日本産業標準調査会（JISC）が代表（昭和27年閣議了解）。
JISC傘下で国内関係団体（約300）がISO/IECの分野毎の専門委員会（約900）に対応。
日本産業規格（JIS）は、2019年3月末時点で約10,800規格。

デジュール規格開発の国内体制
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• モノのインターネット化／製造業のサービス化
• 相互互換性・ネットワーク経済性の重要性大

 蒸気機関の導入による
軽工業化

 生産効率向上のための
標準（例：ねじ）

 エレクトロニクスによる生産
工程自動化

 分業・合理化のための標準
（例：インテルによるパソコン
マザーボード標準化）

Industry 1.0
18世紀後半

Industry 2.0
19世紀後半

Industry 3.0
20世紀後半～

Industry 4.0/Connected Industries
21世紀～

1800 1900 2000

技
術

の
複

雑
性

・相
互

互
換

性
の

メリ
ット

大
小

サービス

エネルギー 製造プロセス

Web技術
（共通基盤）

Internet of
Things

 電力を活用した製造・大
量生産の開始

 大量生産のための標準
（例：フォード部品規格）

技術・産業の変遷と標準化
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 標準化に求められる役割は、時代によって変化。



グローバルでの標準化競争の激化 ～①対象分野の拡大～
 標準化の対象分野が、モノからサービス・社会システム・環境などへ大きく拡大。

社会システム分野
への拡大

H鋼

自動走行システム

SDGs・環境分野

サービス等
への拡大

サービス・マネジメント分野

ねじ

製品の仕様や性能従来

現在

社会システム分野

SDGs関連などの
分野への拡大

ロボットサービス 小口保冷配送

出典：経済産業省 新たな基準認証の在り方について（一部改）
（写真はISO、EC、ヤマトホールディングスHP等より引用）

製鉄所の省エネ 海洋プラスチック対策

サステナブルな投資 循環社会サイバーセキュリティ
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【事例】サービスロボットの安全な運用（サービス分野における標準化）
 少子高齢化による労働力不足解決のため、空港や介護施設等で、案内・介護ロボット

が実用化。人とロボットの安全共存に向けて、ロボットの安全性確保が重要。
 ロボットの安全性確保に係る管理や運用に関する要求事項を標準化することで、ロボット

サービスの普及に貢献。

11

製造者向けのロボット自体の安全性はすでに規格あり。 JIS 規定（例）
・利害関係者のニーズ理解
・サービスの運用内容
・リスクアセスメントの準備
・ロボットサービス安全方針
・サービス運用の計画・管理
・緊急事態への準備 等

（7月１日付でJIS発行。今後、ISO提案予定）



【事例】小口保冷配送サービス（サービス分野における標準化）
 近年、ネット市場の急速な発展に伴い、小口保冷配送サービス需要が、国内外で急増。

粗悪な事業者の排除と、消費者の同サービスへの信頼醸成が課題。
 保冷荷物の扱い方やサービスの質に関する要求事項を国際標準化することで、消費者

の信頼性確保と我が国物流事業者の国際競争力強化が期待。

• 輸送温度、標準配送期間等の設定
• 事業所・保冷車両・保冷庫の条件
• 荷物の積替方法（予冷・輸送温度帯別の管理等）

• 荷受人への配送（不在
時の対応・保管期限
等）

荷物に添付する情報管理
（品名・輸送温度帯等）

＜規格イメージ＞
輸送中の各段階での確認事項や条件、スタッフのトレーニング等を規定

• スタッフへのトレーニングの実施 • サービス品質の確認と改善

事業所間輸送引受け 配達
集荷拠点 中間事業所 中間事業所 配送拠点荷送人 荷受人

12

（現在、ISOで審議中）



自動車専用道路自動運転システム トラック隊列走行システム
・トラック数台を管理システムで制御し、数台のトラックが連なって走行す
るもの。省エネ効果や、ドライバーの負担軽減が期待できる。
・異なるメーカーの車両や、違う管理システムでも通信し、機能させる必
要があるため、標準化が必要。
・日本から、通信や車間を保つ制御システムの評価方法などを、国際標
準として提案予定。

【事例】スマートモビリティシステム（社会システムに関する標準化）
 自動走行実現には、自動車メーカーやインフラ、通信含め多業種の連携が必要。
 自動運転や隊列管理などのシステムを国際標準化することで、自動運転車の普及に繋

がり、自動車の燃費向上、排気ガス削減や、交通事故減少、渋滞抑制にも期待。
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単一車線内やレーンチェンジを含む、自動車専用道におけるレベ
ル3自動運転システムの各種機能要件や評価方法を標準化。

隊列への安全かつス
ムーズな参加・離脱
に必要な要件

隊列への安全・
スムーズな参加・離脱に
必要な機能・要件は？

安全・スムーズな
隊列維持に必要な
機能・要件は？

（現在、ISO提案を検討中）



【事例】サイバーセキュリティ（社会システムに関する標準化）
 サイバー攻撃は、複雑につながるサプライチェーン全域に影響を与えるおそれがあるため、

各国の多様なルールが乱立しないよう、適切な標準化が検討されている。
 日本企業の競争力強化に寄与する一要素になり得る「サイバー・フィジカル・セキュリティ

対策フレームワーク（CPSF）」という、我が国発のコンセプトを標準化することで、サプラ
イチェーンの海外展開を有利に進める

CPSFが示した『3層構造』

（各層の）
機能

セキュリティ
インシデント 対策要件

リスク源
(構成要素ごと
に整理)

CPSFにおけるリスクマネジメントの考え方
対策例

(3つにレベル分け)
• High-Advanced
• Advanced
• Basic

ソシキ ヒト モノ データ プロシージャ システム

CPSFが示した『6つの構成要素』サイバー空間におけるつながり
【第３層】

自由に流通し、加工・創造される
サービスを創造するためのデータの
信頼性を確保

フィジカル空間と
サイバー空間のつながり

【第２層】
フィジカル・サイバー間を正確
に“転写“する機能の信頼性
を確保

企業間のつながり
【第１層】

適切なマネジメントを基盤に
各主体の信頼性を確保

• リスクベースの対策につなげるため、動的に構成されるサプライチェーンの
構成要素を6つに整理

CPSF：H31.4策定（産業サイバーセキュリティ研究会）
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（現在、IEC提案を検討中）



【事例】鉄鋼省エネ技術（SDGs・環境に関する標準化）
 新興国に向けて、我が国の省エネ性能に優れた製鉄設備導入を進めるためには、環境

性能の高さが正しく評価されることが重要。
 中長期の保守・管理コストや省エネによる節約効果の評価方法を国際標準化すること

で、日本製の製鉄設備導入に向けた環境が整備され、海外への展開が期待される。
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日本鉄鋼業の

エネルギー効率は
119 117  

世界No1!

鉄鋼業のエネルギー効率比較 (2015年)

出所
RITE『2015年時点のエネルギー原単位の推計（鉄鋼部門-転炉鋼）』

新興国 日本
コスト
初期投資
ランニングコスト

○
◎
△

△
△
○

メリット 省エネ 節水 稼働
メンテプログラム アフター
サービス

×
×
×
×
△
△

◎
◎
◎
◎
◎
◎

投資回収年数 △ ◎

コークス乾式消火設備における事業判断の例

（現在、ISO提案を検討中）
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グローバルでの標準化競争の激化 ～②標準化のスピードの加速～

研究開発・知財

制度構築・ルール形成

高速化する技術開発

Prof. Sankai, University of 
Tsukuba / CYBERDYNE Inc.

【事例】 生活支援ロボットの安全要求事項
～ NEDO「生活支援ロボット実用化プロジェクト」（2009~13）～

研究開発・知財 制度構築・ルール形成標準

従来：段階的に実施 各ステップに数年を要する

今後：並行的に実施

 生活支援ロボットの研究開発、社会実装
を進める上で、安全の評価方法に関する
基準がなく、規制・制度に引用され得る
安全性評価規格開発が必要と判断。

 研究開発と並行して、安全関係データの
収集、検証試験方法の確立、安全要求
事項に関する国際標準提案等の標準化
活動を実施。

 2014年、ISO 13482（生活支援ロ
ボットの安全要求事項）制定。

プロジェクト終了の翌年に
国際標準化を実現

標準

標準化も迅速に

 新しい技術の普及には、安全性確保などの市場環境整備が必要。技術開発スピードが
高まる中、制度構築や標準化の検討を、研究開発初期段階から実施することが重要。



【参考】世界の潮流と日本が目指すべき姿 ―圧倒的な規模とスピードで変わる世界―

付加価値の源泉が、モノからIT・サービスに移行し、状況が一変。IT系のスタートアップから
急成長したメガプラットフォーマーが膨大なデータと大きな利益を獲得し、世界経済を牽引。
イノベーションの手法も多様化。積極的なオープンイノベーション、教育・研究・ビジネスの集

積、大学と企業が一体となって研究開発・ビジネスに取り組む（産学融合）。
ITを中心とする領域で技術的ブレークスルーが進展するとともに、技術が実用化され製品

やサービスとして社会に普及するスピードは加速の一途。

17

イノベーションの新たな類型
（非プラットフォーム型、プラットフォーム型） （例）○AI：2016年AlphaGoが世界チャンピオンを破る。

○ゲノミクス：2017年ゲノム解析コストが10万分の１($1,100)
○量子情報科学：2019年IBMが世界初となる統合型汎用近似

量子コンピューター(ゲート方式)を発表。

技術的ブレークスルー

技術の実用化スピードの加速化

（出典） “Interpreting Innovation”, Black Rock (2008)

【出典】2019.6 産構審 研究開発・イノベーション小委員会 資料
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グローバルでの標準化競争の激化 ～③新興国の台頭～

 国際社会における新興国の存在感の高まりに伴い、標準化活動においても各国の主導
権争いが激化。

出典：日本産業標準調査会調べ

ISO/IEC国際幹事引受数の推移 2014年以降の各国の委員会設置提案数

出典： ISO関連データ 新規提案リストより
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☞ 国際幹事は委員会でのアジェンダセッティング等を主導。 ☞ 通常、委員会設置提案者が国際幹事ポスト等を獲得。
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【参考】ISO/IECの会長・副会長の出身国に見る主要国の主導権争い

 ISOやIECの会長・副会長ポストを巡っても主要国の主導権争いが存在。日本は現在、
両機関の副会長ポストを確保。これを活かしてプレゼンス強化を図ることが重要。

ISO

会長

副会長
（政策）

副会長
（技術）

副会長
（財政）

IEC

会長

副会長
（標準管理評
議会議長）

副会長
（適合性評価
評議会議長）

第3副会長

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ISO/IECにおける会長・副会長の出身国
ISO副会長

堤 和彦
三菱電機株式会社

顧問

IEC副会長

2020

松本 満男
経済産業省基準認証政策課

国際戦略情報分析官
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③ 市場獲得への環境整備
規制・調達基準への引用や
認証取得により、
規制や調達基準の下での

市場拡大。
第三者認証の取得により

顧客からの信頼を獲得。

企業が標準化に取り組む意義

戦略的な標準化活動をビジネスチャンスにつなげることが可能に！

 標準化を通じて、以下のようなビジネス上の効果が期待できる。
① 新市場の創造（認知度向上、新たな技術の客観的な証明）
② 競争優位性の確立（分類化による差別化）
③ 市場獲得への環境整備（規制への引用、認証の取得）

① 新市場の創造
新技術であるが故、認知度
が低く、技術の優位性を証
明できない場合、
認知度向上や新たな技
術の客観的な証明が可能。
新市場の創造の後押しに。

② 競争優位性の確立
自社技術の優位性を際立
たせるルール（分類化）に
より、
自社製品の性能の優位
性を強調することが可能。
自社製品を変更すること
なく、販売拡大に。

21



【事例】標準化による新興国等での事業拡大（エアコン冷媒）

 ダイキン工業（株）は、国際規格の策定・改定や普及を戦略的に実施。インド事業では販
売台数やシェアが拡大し、売上順位は首位に。

Ａ
低毒性

Ｂ
高毒性

高可燃 ３ ３

可燃 ２ ２

不燃 １ １

Ａ
低毒性

Ｂ
高毒性

高可燃 ３ ３

可燃 ２ ２

微燃 ２Ｌ ２Ｌ

不燃 １ １

以前のカテゴリ 実現した新カテゴリ

例）ISO817（冷媒安全分類規格）の改定

※数字は燃焼性のカテゴリを示している。

 ダイキンは、燃えにくく（安全性が高く）、温暖化影響も小さ
い冷媒「R32」を自社空調機へ採用。

 しかし、旧標準の分類では、「可燃」に分類されてしまい普
及の障壁に。そのため、カテゴリに微燃性を追加し課題を解
決。

インドにおける国内規格化への協力
国際標準改定とインドでの国内規格化
協力の売上面での効果は、5年間で販
売台数36万台増、売上151億円増

（デロイトトーマツコンサルティングの試算）
 上記ISO等のインドでの国内規格化を支援。規格化と規制

緩和の実現が、R32空調機の商品化と普及を後押し。

R32

シェア約7%

シェア約13%
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【事例】標準化による新技術の普及拡大（安全操作用スイッチ）

 IDEC㈱は、ロボットの安全操作用スイッチについて、
① 誤動作を防ぐスイッチ構造全体を開発し、要所を特許化
② 市場拡大を目的に、非差別化領域（品質基準、試験方法、操作荷重等）を国

際標準化（IEC）。
 新たな製品の信頼性を公的な標準によって担保することに成功し、市場を創出。同社

の製品は世界シェア90％（自社推計）に。

安全操作用
スイッチ

IDEC製イネーブルスイッチの「誤作動防止機構」
 IDEC社は、操作者が機器を握りしめても離してもスイッチが

OFFになる「3ポジションスイッチ」を開発。
普及により、操作者がアームに接触するなどの事故が減少。

イネーブルスイッチ出荷台数

（出典）IDEC株式会社提供資料

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

【2006年】
国際標準化

（IEC）
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【事例】国際規格化により国際市場への参入を実現（ヤクルト）
 ヤクルトにおいては、業界団体を通じて国際食品規格（CODEX）おいて新たに発酵乳

に乳酸菌飲料を位置づけるよう長期にわたる交渉を行い、健康飲料の国際市場参入、
認知度向上を実現。

24
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 株式会社悠心（新潟県、従業員数23名）は、開封後も内容物の鮮度を保てる液体
容器を開発。技術の特許取得し、その技術の評価方法の標準化にも取り組む。

 結果、当該技術の信頼性を示すことが可能となり、当初取引のなかった業界からも引き
合いがくるなど、新市場の創造・ビジネスチャンス拡大につながった。

規格作成にあたっての期待・動機
容器の鮮度保持性能の評価基準を作ることで、自社製品の優位性をPR。

規格の概要（機能を評価するための試験方法）
容器に入れられた溶液の酸化度合いの測定方法、試験条件、逆止機能
による酸化防止性能の表示方法などを定める。

効果
調味料業界との取引で、鮮度保持容器の認知度確立。しかし、商品
ベースでは競合との販売格差をつけるに至らず。現在、鮮度保持性能の
高さから、他業界から大型案件の引き合い。

今後の展開
現在も海外展開中ではあるが、海外で適切な評価が得られる環境整備
のため、ISO化を検討中。

【事例】新市場の創造（容器の鮮度保持性能）
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 シグマ株式会社（広島県、従業員180人）は、自動車のシリンダ・バルブボディなどの
きずの自動検査装置を開発。

 しかし、目視で行われるきずの評価は取引先で異なり、関係者のコスト上昇要因に。
 標準試験片（物差し）の開発・標準化により、品質の証明（差別化）を図り、装置

の販売環境を改善。同時に、メーカー側の過剰品質の低減や生産性の向上に寄与。

規格作成にあたっての期待・動機
目視検査による曖昧さと品質基準の曖昧さが円滑な取引の妨げになっていた。
標準試験片で品質基準を定め、検査装置を普及させ生産性を向上させたい。

規格の概要（機能を評価するための試験方法）
自動車部品等の加工穴内面のきずを自動検査する装置の評価や校正に使用
する標準試験片を定める。

効果
品質基準の明確化で、取引先の歩留まり・検査時間が大幅に改善。
10％改善した所も。これに伴い検査装置の売り上げも増加。
売上推移：2017年（JIS作成前）（100）→2018年（JIS化後）（150）

今後の展開
製品の海外展開環境を整えるため、ISO化を検討中。

【事例】競争優位性の確立（自動車の自動検査装置）
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日本企業の標準化に対するスタンス①

 標準化を含む「ルール形成」の巧拙は、景気動向を除くと企業の競争力や利益の増減
の主な要因。

出典：経済産業省 2019年版ものづくり白書

営業利益増の企業の売上増の外部要因 営業利益減の企業の売上減の外部要因

62.1%

9.3%

8.8%

3.6%

0.1%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

好況･景気持ち直し

規制や制度･ﾙｰﾙの利活用

為替ﾚｰﾄの影響

資源価格の下落

貿易摩擦

関税引き下げ

(n=1614)

48.0%

38.0%

12.0%

10.6%

8.8%

8.3%

2.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

資源価格の上昇

不況･景気の後退

規制や制度･ﾙｰﾙの強化

為替ﾚｰﾄの影響

自然災害の影響

貿易摩擦

関税引き上げ

(n=1334)
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日本企業の標準化に対するスタンス②

 標準化等のルール形成に積極的な企業が少なく、また、標準化を担う人材も若手を中
心に不足し中長期的な懸念に。

40歳未満
50歳代
60歳以上

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳以上

3%

29%

27%

40%

1%

Q. 最も中心的な役割を担っている
参加者の年齢

中国 出所：国内審議団体へのアンケート

20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳以上

15%

30%46%

9%

韓国

40代以下が6割

40代以下が4.5割

52%
43%

5%日本 40代以下は5%

ルール形成に対する国内企業の意識の推移
（ルールに関する会社の方針）

ISO/IECの参加者の年齢構成

出典：経済産業省 2019年版ものづくり白書

出典：経済産業省調べ

56.8%

61.2%

6.9%

4.8%

36.3%

34.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015FY

2018FY

(n
=

36
55

)
(n

=
43

90
)

事業活動はﾙｰﾙに適合していなければならない

事業活動を利するように変えていくべき

ﾙｰﾙに適合させるか、新たなルール作りを働きかけるかはｹｰｽごとに判断
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標準化政策の方向性
 経済産業省は、企業による戦略的な標準の活用を促すため、企業へのCSO設置の働

きかけ、人材育成、地域企業への働きかけ等を実施中。
 政府戦略等、政策に結びつきの強いテーマは、予算措置等により、スピーディに標準化

を実施。

「地域」×標準

「イノベーション」×標準

「環境」×標準

 横断的分野の標準化体制の構築 （産総研標準開発センター（仮称）の整備）

 研究開発と標準化活動の並行実施 （研究開発プロジェクトにおける取組み）

 独法の先進的な取組の横展開 （NEDO「標準化マネジメントガイドライン」に基づく取組等）

 サステナブルファイナンス、サーキュラーエコノミー、海洋プラスチック、
再生可能エネルギー・分散型電源、鉄鋼省エネ技術 等

 幅広い利害関係者の巻き込み・調整

 経産局を中心としたネットワークの構築
 標準化案件の発掘、規格開発等への伴走支援

横断的支援
●人材育成（東京に加え、大阪での研修実施）●人材のネットワーク化
●JIS法改正 （2019年7月1日施行） ➡ サービス等の新規標準化案件の発掘／規格開発 実施中

AIST NITENEDO JSA

関係独法・団体との連携

他
（※）NEDO「標準化マネジメントガイドライン」 https://www.nedo.go.jp/library/shiryou_smng_guideline.html

１

３

２

5 ４

https://www.nedo.go.jp/library/shiryou_smng_guideline.html


① 企業の認識向上 標準化に関する大臣懇談会

 2019年6月、ルール形成や標準化に取り組む重要性の理解を促進するため、企業の
会長・社長や業界団体の長を集め、世耕経済産業大臣との懇談会を実施。

 これを契機に、企業における標準化活動の認知を高める活動を継続して実施する。

標準化に関する懇談会 出席者名簿
 遠藤信博日本電気（株）取締役会長／日本産業標準調査会会長
 北野嘉久 JFE スチール(株)代表取締役社長／日本鉄鋼連盟会長
 友野宏日本製鉄（株）相談役／日本産業標準調査会前会長
 中本晃 （株）島津製作所代表取締役会長／日本分析機器工業会会長
 浜崎祐司 （株）明電舎代表取締役会長／日本電機工業会副会長
 神子柴寿昭本田技研工業（株）取締役会長／日本自動車工業会副会長
 山内雅喜ヤマトホールディングス（株）取締役会長
 山本正已富士通(株)取締役シニアアドバイザー／
 日本経済団体連合会知的財産委員会委員長
 渡辺佳英大崎電気工業（株）代表取締役会長／
 日本商工会議所総合政策委員会共同委員長
 揖斐敏夫一般財団法人日本規格協会理事長
 中鉢良治国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長
 石塚博昭国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長
 辰巳敬独立行政法人製品評価技術基盤機構理事長
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① 企業の認識向上 企業における体制整備の働きかけ

 標準化をビジネスツールとして戦略的に活用するため、標準化に関する全社的な戦略の
推進を担う最高標準化責任者(CSO: Chief Standardization Officer)の設
置等により、企業内体制を強化。

 戦略的な標準化を進めるためには、製品・サービスの協調領域と競争領域を見極め、
標準化戦略を事業戦略、研究開発戦略、知的財産戦略等と一体的に推進することが
重要。

【最高標準化責任者（CSO）のイメージ】
コーポレート部門

A事業部

経営戦略

知財戦略 標準化戦略 R&D戦略

事業
戦略

B事業部

事業
戦略

C事業部

事業
戦略

D事業部

事業
戦略

CSOが標準化に関する全社戦略を担当※

※標準化戦略はその他の各戦略と一体的に構築・運用する必要があるため、
CSOのCTO 等との兼任を推奨している

【CSOと経済産業省の連携】

CSO設置企業67社
（令和元年8月現在）

ルール形成に
関する諸外国の
動向情報を提供

政府の関与が
必要な場合に
迅速に連携
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（参考） CSOから頂いている主な御意見

カテゴリー 主な御意見

標準化活動全般

・事業戦略において規格やルールを有効活用する意識は（欧米と比
べ）まだまだ低く、戦略的な取組みも十分ではない

・一方で、一部の先進的な企業では、新事業創出・市場拡大、新
技術の社会実装加速のための「攻めの手段」として標準化を使うよ
うになりつつある

標準化の
メリットの可視化

・標準化と企業利益との関係の「見える化」に非常に苦労している。
「見える化」できないと社内での人材獲得、体制整備が進まない。

・成功／失敗事例の収集・分析、企業への説明／フィードバックを繰
り返して「経営層に刺さる」可視化方法の検討が必要

標準化人材の確保
／社内体制整備

・担当者の専門化、高齢化が進み、世代交代（ノウハウの継承）
含めた人材確保が課題

・企業、学界、研究機関を問わず、国際会議での他国と交渉できる
人材の育成を進める必要がある
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標準化人材を育成する３つのアクションプランより抜粋
（2017年1月 標準化官民戦略会議標準化人材育成WG策定）

34

② 人材育成 基本的な考え方

 標準化専門家の育成のみならず、ルール形成を担う経営層、標準化を支える人材へもア
プローチすることで、戦略的な標準の活用や標準活用のすそ野を広げる。



② 人材育成 標準化専門家人材（ヤンプロ）

●対象：ヤンプロ卒業生及びその上司
●内容：ヤンプロ講師による講演

卒業生による経験談プレゼン
直近のトピックス・課題等自由討議
懇親会

開催実績（修了生：計286名）ISO/IEC国際標準化人材育成講座（ヤンプロ）

対象
人物

●国際標準化に携わっている、又は今後関係する可能性があること
●国際標準化についての基礎知識があること
●英語の素養があり講座を契機に今後さらにスキルアップする志があること
●所属する企業や団体等から講座への参加について推薦があること 等

開講
時期 夏（東京）、秋（大阪）、冬（東京）の年三回開講

募集
人数 一回のプログラムにつき２０名程度

講座
内容

以下の内容のプログラムを４日間で実施
●企業経営の基本
●標準化と知財との関係
●会議の理論や交渉の実務

に関する解説とロールプレイ（英語）
●修了発表（英語） 等

ヤンプロ合同研修会

0
10
20
30
40
50
60

FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30

IEC/ISO合同実施
ISO分野
IEC分野
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 経済産業省では、2012年度から国際標準化交渉をリードできる人材（ヤング・プロフェッショナ
ル）を育成するプログラム（通称:ヤンプロ）を実施。国際標準化の第一線で活躍する講師に依
頼し、座学のみならず模擬国際交渉等を通じて、日本提案を英語でリードできる人材を育成。

 2019年度からは、東京だけでなく大阪においてもヤンプロを開講。

(人)

※当初はIEC、ISOの人材育成講座を別々に実施していたが、2016年度から合同で実施することとなった

※



② 人材育成 標準化専門家人材（OJT及び表彰の機会の提供）
 国際標準化会議の幹事候補や若手人材に対し、国際会議への参加を促し、OJTを実施。
 また、標準化活動で顕著な功績があった個人・組織を表彰し、企業内での標準化活動の認

知向上等を促すため、「産業標準化事業表彰」を実施。

■ 国際幹事・議長等候補
派遣者数 FY2017：12名 FY2018：９名

■ 若手人材
派遣者数 FY2017：20名 FY2018：９名

■ 内閣総理大臣表彰
1名以内（国際標準化において、極めて顕著な功績のあった者）

■ 経済産業大臣表彰
25名・組織以内

(産業標準化等に顕著な功績のあった者又は組織)

■ 産業技術環境局長表彰
以下の3種類合計で30名・組織程度

・国際標準化貢献者（国際標準化機関等での貢献のあった者）
・国際標準化奨励者（国際標準化活動等への貢献が期待される者）
・国際標準化功労者（産業標準化制度等へ功績を残した者又は組織）

■ 受入会議件数
FY2017：20件 FY2018：17件

■ 受入人数
FY2017：55名 FY2018：62名 国際標準化奨励者は若手人材が対象

（FY2018はヤンプロ卒業生からも２名受賞）

海外開催の国際標準化会議への派遣

日本開催の国際標準化会議への受入

※オブザーバーでの出席

産業標準化事業表彰の拡充

36



 標準化に関する専門知識を備えた人材を「規格開発エキスパート」として評価し、当該
人材を登録する「標準化人材登録制度」を、日本規格協会が創設（平成29年6月）。

 標準化スキルの可視化による専門家のキャリア形成支援や、専門家の力を借りたい企業
に対する情報提供の実現を目指す。

② 人材育成 規格開発エキスパート資格

規格開発エキスパート補
（指定講座受講＋修了試験）

資格制度の概要
規格開発エキスパート講座（指定講座）
対
象

●社内規格、団体規格、国家規格、国際規格開発に携わる者
アドバイスを受けつつ自身で規格作成可能なレベルが目標

講
座
内
容

【１日目】
 製品企画・試験方法規格のビジネス活用
 知的財産・独禁法と標準化
 標準化戦略の考え方、社内標準の便益についての考え方

【２日目】
 国際規格の役割とISO/IEC
 国際規格の作成プロセス、JIS規格と開発プロセス

【３日目】
 規格の作り方、要素、グループ演習

【４日目】
 個人課題の発表、ルール作りの重要性、修了試験

規格開発エキスパート
（所定の経験）

所定の経験（規格開発エキスパート補からのスキルアップ）
①~⑤のいずれかについて２年以上の活動実績がある

①ISO/IECエキスパート ②ISO/IEC国内委員会の委員
③JIS原案作成委員会の委員 ④団体規格開発委員会の委員
⑤その他、上記と同等と認められる実績

日本規格協会が、以下の２つのレベルでスキルを審査する

37

スキルアップ

２５人

３１２人

※各エキスパートの登録者数は平成３０年度末現在の数値
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② 工業標準化法改正の概要（2019年7月1日施行済み）

• 標準化の対象にデータ、サービス等を追加し、「日本工業規格(JIS)」 を「日本産業規格(JIS)」
に、法律名を「産業標準化法」に改める。

① JISの対象拡大・名称変更

• 一定の要件を満たす民間機関からのJIS案について、調査会の審議を経ずに制定するスキームを
追加する。

② JIS制定の民間主導による迅速化

• 認証を受けずにJISマークの表示を行った法人等に対する罰金刑の上限を1億円に引き上げる
（現行は自然人と同額の上限100万円）。

③ 罰則の強化

• 法目的に国際標準化の促進を追加する。
• 産業標準化及び国際標準化に関する、国、国研・大学、事業者等の努力義務規定を整備する。

④ 国際標準化の促進



③ イノベーション×標準

 研究開発成果の社会実装には、技術が受け入れられる環境整備も並行して検討する
ことが重要。その制度や仕組みなどの構築ツールの一つとして、研究開発と同時に標準
化の必要性を十分に検討することが重要。
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企業等の標準化等にかかる依頼を受け、具体的に進める機能

アーキテクチャに係る標準化機能
産業政策・戦略との連携強化機能

研究者の標準文書作成・国際対応ノウハウ等を支援する機能

IT先端領域の標準化機能（AI等）

IoT等領域横断的な技術が関わる標準化機能

従来型の領域 デジタル系の領域

政策ニーズ

企業等ニーズ

産総研の標準化活動に係る組織・リソースを強化し、産総研の標準化活動の統括と、研究領域に係る、
• 政策や企業等の外部ニーズを踏まえた標準化を実施する機能
• 領域横断的な標準化活動を積極的に促進する機能
• 各領域の研究者の標準化活動を支援する機能
の強化を可能にする組織・体制構築を検討。

産総研における標準化の取組の強化
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【事例】 産総研・ミサワ総研によるIoT住宅の共同研究と標準開発の推進

 住宅内に同時に動作する複数のIoT機器・システムが連携した際、思わぬ不具合が発
生する可能性があり、安全性にリスクがある。

 スマートホーム分野における機器・システムの機能安全を規定することで、様々なスマート
化対応機器・システムが、安全対策を講じた形で提供され、居住リスクの低減、サービス
提供者のビジネスリスクの低減が期待される。

複数のシステムが連携した際に発生するリスクシナリオ

ガス漏れ検知による
窓を開ける指令

空調システムによる
窓を閉める指令

ガス検知システムと空調システムが自動
窓制御システムを介して連携。

異なるシステムが同時に異なる指令
（窓を開ける／閉める）を発したとき、
制御システムは指令の優先度が事前決
定されていない場合、どう動作するかが
不明のためリスクを伴う。

本件は、IoT住宅の共同研究にて課題を抽出、IoT社会実現に向け標準開発を開始した。
産総研の規格開発と並行し、ミサワ総研はIoT機器を住宅に実装しユースケースを開発し提案内容を具現化。



④ 環境×標準
 環境分野の標準化は、省エネ・再エネにとどまらず、プラスチックごみ問題など新たな世界

的課題の解決に貢献しうるもの。
 さらに、金融などにより間接的に企業の環境行動変革を促す標準化も議論されている。
 他方、横断的な分野であるため、多様な関係者を糾合した議論を通じ日本の立場を形

成していく必要がある。
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【事例】サステナブルファイナンス
 気候変動等新たな世界的課題の顕在化を背景に、持続可能性への認識が高まる（SDGsの採択）。

EUはSDGsへの貢献、パリ協定の実現手段の一つとして金融機能に着目。企業の長期的成長のために
ESGの観点を考慮するESG投資も広まる。

 標準化の対象は拡大しており、投資家による企業活動の評価までISOにおける国際標準化の議論対
象となっている。投資家が参照する標準は、投資を受ける企業にも大きな影響力を持つため、我が国企
業に有利なルール形成を目指して対応する必要。
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ISOにおける環境ファイナンスを議論する場の乱立ISO/TC322(サステナブルファイナンス)
「サステナブルな企業やプロジェクトへの投融資」に関する標準化を
目指すTC

WG11
Green Finance

TC207
環境

マネジメント

SC4/WG7
Green Bond
SC7/WG10

Climate Finance

サステナブルファイナンス≒ESG投資の標準

Environment

Social

Governance

TC207（環境マネジメント）の下部グループで環境ファイナンスの議
論が行われているが、近年、各国の思惑が交錯し、似たような議論の
場が乱立。TC322にも環境ファイナンスの側面あり。

TC322
サステナブル
ファイナンス

Environment
環境

Governance
ガバナンス

Social
社会

環境
ファイナンスの
標準化を議論

（現在、ISOで審議中）



【事例】サーキュラーエコノミー
 昨今、欧州等を中心に、大量生産・大量消費の一方通行型の経済から、循環経済へ

のシフトが検討されている。循環経済に移行されれば、シェアリング、再利用、メンテナンス
などの新たなビジネスモデルが出現。

 市場の基盤や評価軸の国際標準規格することで、これらのビジネスモデルの国際展開を
目指し、資源効率性が高い社会、持続可能な社会の実現への貢献が期待。
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• 売り切りベース
• 企業単体での活動

大量生産・大量廃棄型の
これまでの経済モデル

• 顧客への付加価値に着眼したビジネスモデル
（システム全体での評価が重視）
• 「モノからコト」「モノづくりからサービスへ」への転換

資源循環・持続成長型の
これからの経済モデル（サーキュラー型）

（現在、ISOで審議中）



【事例】海洋プラスチックごみ問題
 プラスチックごみの流出による環境汚染問題の解決策のひとつとして、海洋生分解性プラ

スチックの開発・市場拡大が重要。
 海中での分解性能を正当に評価する国際標準をつくり、適切な市場形成を促すことで、

日本の優れた素材メーカーを際立たせるとともに、地球環境への貢献を目指す。
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 海洋生分解性とは、海洋中で微生物が
生成する酵素の働きにより、最終的に、
水と二酸化炭素に分解されるもの。

 ドイツやイタリアでも、海洋生分解の試験
方法に関する国際標準を提案中。

 現在、日本では、海洋生分解のメカニズ
ムの解明と、それに基づく素材開発に関
する先導研究を実施中（NEDO）。

（現在、ISO提案を検討中）



⑤ 地域×標準 ネットワークの構築

 地方経済産業局が“ハブ”となって、地域のパートナー機関（金融機関・大学・公的研究機
関等）及び政府関係機関等の身近な主体による標準化の戦略的活用に関する情報提
供・助言等を行うことで、民間企業は「どこでも」「きめ細かく」「専門的に」支援を受けられる。

パートナー機関
（自治体・産業振興機関、

地域金融機関、
大学・公的研究機関 等）

政府関係機関等
（日本規格協会(ＪＳＡ):標
準化アドバイザー、日本弁理士
会、工業所有権情報・研修館

(INPIT)、商工中金、中小機構、
ＪＥＴＲＯ）

地方経済産業局
（北海道、東北、関東、中部、近畿、

中国、四国、九州）

標準化・知財セミナー等による支援ツールの紹介
民間企業等の課題把握
標準化の戦略的活用に関する専門的支援

（情報提供、助言、予算等支援、共同研究
及び試験の実施等）
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活動開始の
事前合意

原案作成

⑤ 新市場創造型標準化制度（業界横断的分野等における柔軟な標準化の推進）

 業界横断的分野や一企業による標準化活動は、業界団体を中心とした従来の活動
体制で標準化の検討を進めるのが難しい領域（我が国の構造的な課題）

 これを解消し、柔軟な標準活動を可能とする「新市場創造型標準化制度」を運用中。

：既存プロセス ：制度活用プロセス

業界団体等提
案
主
体 提案主体等

審議
規
格
制
定
・
改
正

＜国際規格＞
国際標準化機構
国際電気標準会議

＜国内規格＞
日本産業標準
調査会JISCの審議

業界団体等
関係者

＜制度の活用条件＞
提案する標準が、以下の場合、本制度を活用した標準化が可能に。
・新市場の創造や産業競争力の強化などに資する場合
・業界団体が存在しないもしくは特定の業界団体では引き受けることが出来ない場合
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【参考】新市場創造型標準化制度（利用例）
 これまで、35件の活用を決定し、JIS化を12件達成済み。優れた技術や製品の標準化

を進め、新たな市場の創出につながることが期待される。

腰補助用装着型身体アシストロボットに関する標準化
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 株式会社（茨城県）

高齢化社会を迎え、生
活支援分野でのロボット
活用の需要の高まりを
受け、重労働の負担軽
減を目的とする腰補助
用装着型身体アシスト
ロボットについてJIS化。

＜新市場創造型標準化制度の進捗状況＞ H29年度公示案件の例
H29年度公示：6件
H28年度公示：5件

（H29年10月、JIS B 8456-1として公示）

（※）新市場創造型標準化業務（JSAホームページ）より https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/dev/md_4616.pdf
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大気環境保全対策及
び監視等を目的として、
自動計測による連続モ
ニタリングで幅広く使用さ
れているダスト濃度自動
計測器についてJIS化。

（H30年1月、JIS B 8701として公示）

排ガス中のダスト濃度自動計測器に関する標準化
株式会社 田中電気研究所（東京都）

https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/dev/md_4616.pdf
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御清聴ありがとうございました。

【経済産業省の支援メニューに関するお問い合わせ先】

日本産業標準調査会事務局メールアドレス：jisc@meti.go.jp

日本産業標準調査会ホームページアドレス：
http://www.jisc.go.jp/index.html

mailto:jisc@meti.go.jp
http://www.jisc.go.jp/index.html
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参考資料



日本の標準化政策の変遷

鉱工業品分野
マネジメントシステム分野

サービス分野

戦時の大量
生産・調達

乱立した規格
の整理・粗悪
品の排除

高度成長に
伴う大量生産
基盤の整備

高度経済成長
による歪みの
是正

貿易促進・国際社会との協調
企業の市場
獲得・競争力
強化

産業・工業の
基盤整備

1900～
1920年代

1930～
1940年前半

1940年後半～
1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代

新分野での
市場創出

2010年代

• 粗悪品排除、
消費者安全
確保のための
規格策定
の必要性の
高まり

• 国際標準化
機構(ISO)
の創設
(1947年)

• 確実な経済
成長のための
積極的な
国内工業標
準策定推進
の必要性

• 欧州標準化
委員会
(CEN)の創設
(1961年)

• 戦時中の連合
国間協調のた
めの規格統一
の必要性

• 戦時中の
工業力強化、
物資不足解
消・量的確保
の必要性の
高まり

• エネルギー多
消費型から省
エネ型、量的
追求から質的
追求へのニーズ
変化に対応し
た規格策定の
必要性

• マネジメント
認証(ISO 
9000等)の策定
(英:1975年～)

• 貿易摩擦の
解消・貿易
活発化のため
の整合性担保
の必要性

• 「ニューアプロー
チ指令」の
導入による
域内規格統一
(欧:1985年～)

• IT分野の急発
展に伴うプロパテ
ント政策、研究
開発段階から
の規格策定に
よる市場獲得
の推進

• 「WTO/TBT
協定」発効
(1995年)

• 「WTO/
政府調達協定」
発効(1996年)

• サービス自由
化、「サービス
指令」制定
(欧:2006年）

• サービス規格
化が進行
（ＩＳＯ）

• 海外標準化
機関、認証機
関による標準
普及の活発化

• フォーラム標準
の拡大

• 植民地政策、
産業・流通
合理化の必要
性の高まり

• 大戦を通じ、
標準化を国家
の重要基盤とし
て位置づけ(欧)

• 商品普及、
生産性向上の
ための標準化
推進(米)

• 国際電気標準
会議（IEC）
が創設

（1906年）

• Industry
4.0に関連
する社会シス
テム分野など
新たな技術革
新分野、及び
価値的・包括
的分野におけ
る国際
標準化の加速

日
本
に
お
け
る
標
準
化

Ｊ
Ｉ
Ｓ
法
の
歴
史

世
界
に
お
け
る
標
準
化

（体制）主務大臣が鉱工業品に関するJISを制定/工業標準調査会がISO・IECに加盟

（体制）民間機関が国家規格を制定/当該民間機関がISO・IECに加盟/域内規格も活用（欧州）

社会システム分野
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2000年代 2010年代
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標
準
化
活
動

の
位
置
づ
け

主
な
制
定
・

改
定
時
期
等

企業の市場獲得・競争力強化

産業育成・保護(イノベーション貢献)の為の標準化

新分野での市場創出

環
境

変
化

• 国際標準(ISO/IEC)及び欧米諸国でのサービス規格化の加速
• 海外標準化機関、認証機関による標準普及活動の活発化
• フォーラム標準の拡大

• Industry 4.0に関連する新たな技術革新分野、及び価値的・包括的分野に
おける国際標準化の加速

貿易促進・
国際社会
との協調

対
象

分
野

鉱工業品分野
マネジメントシステム分野

サービス分野

標
準
化
活
動
の
活
性
化
に

向
け
た
主
な
施
策

＊1 「国際標準化活動基盤強化アクションプラン」は、H19年に策定された「国際標準化アクションプラン」の前身であり、環境、医療、電気・電子など計26の分野での国際標準化活動へのコミットメントを提示している
＊2 「日本再興戦略」ではKPIとして、「2016KPI」(国際標準化機関の幹事国引受件数を2020年までに100件超へ引き上げ）、（「2015KPI」(2020年までに中堅・中小企業等の優れた技術・製品の標準化

を100 件実現)等を設定している

• 民間法人によるJISマーク審査制度導入
（民間認証機関の活用）

• 民間による規格原案申請手続きの簡素化
• JNLA（試験所認定）制度の創設

第3回改正 （1997年）

• JISマークの指定商品制度の廃止
• JISマークのデザイン変更
• 登録認証機関制度の創設

第4回改正 （2004年）

社会システム分野

日本の標準化政策の変遷（2000年以降）



経済産業省・標準化関連予算事業の概要
 経済産業省では、異業種間連携や先端技術のルール整備が必要な分野等について、必要に応じて

試験・データ収集等を行った上で、国際標準原案の開発･提案、開発する国際標準の国際ルールに
おける引用や他国の規制・調達基準等への導入、試験・認証基盤構築、又はJIS原案の開発を行う
事業を企業・民間団体等に委託をして実施している。

 また、我が国の国際標準化体制を強化するため、重点分野のルール形成に関連した国際標準化動
向調査、国際標準化機関等への対応、標準化の戦略的活用に関する啓発・情報提供、次世代標
準化人材育成を実施している。

標準開発
テーマ

モノやサービスをつなぐための異業種間連携等が必要な分野や、先端技術や新たなサービス等に関するルールの整備に
必要となる分野等における国際標準（ISO・IEC）の開発等であって、国が主体的に取り組むべきテーマ

上記分野において国際標準化対応に必要な日本産業規格（JIS）の開発であって、国が主体的に取り組むべきテーマ

委託先 企業・民間団体等

対象経費 試験研究、技術調査、国内対応委員会開催、国際会議出席、国際会議等日本開催、国内試験･認証基盤構築等

事業期間 原則３年以内

＜令和２年度事業の実施に向けた準備スケジュール（予定）＞
令和元年10月~ 標準化テーマ調査（日本産業標準調査会（JISC）ホームページ、省内関係課・関係団体等を通じて）

令和２年1～2月頃 実施テーマ決定
令和２年2～3月頃 実施者公募・決定
※上記スケジュールは平成30年度事業実績をもとに想定したものであり、事業実施の可否を予断するものではありません。 52



戦略的国際標準化加速事業
令和2年度概算要求額 23.3億円（22.3億円）

産業技術環境局 基準認証政策課
03-3501-9232

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要
第4次産業革命の時代を迎え、ルール形成を通じた市場開拓・拡大

やイノベーションの成果を社会実装するために、標準化の戦略的な推
進が極めて重要になっています。

 このため本事業では、モノやサービスをつなぐための異業種間連携等が
必要な分野や、先端技術に関するルールの整備に必要となる分野等
について、アジア諸国等との共同研究や関連技術情報・実証データの
収集、国際標準原案の開発・提案などの事業を実施します。国際標
準化に必要な場合は、日本産業規格（JIS）の開発を併せて実施
します。

 また、国際標準を活用して市場優位性を確保できる体制の構築を目
指して、国際標準化戦略に係る調査研究、国際標準化機関におけ
る政策・マネジメントへの適切な関与や海外標準化機関との標準化
協力、標準化の戦略的活用に係る啓発・情報提供、次世代標準
化人材（国際標準化機関の国際幹事・議長候補等）の育成等を
行います。

成果目標
平成24年度から令和4年度までの11年間の事業であり、本事業を

通じて国際標準を国際標準化機関に提案し、(3年程度を要する国
際標準化機関での審議を経て)令和7年度までに累計800件の国際
標準の発行を目指します。(平成30年度までに448件を発行済)

 国際標準化戦略に係る調査研究
• 海外の規制やフォーラムを含む標準化動向等についての情報収集・分析 等

 国際標準化機関等対策活動
• 国際標準化機関における政策・マネジメントに係る議論や他国提案への対応、
海外標準化機関との標準化協力、日本での国際会議開催 等

 標準化の戦略的活用に係る啓発・情報提供
• 企業・消費者等向けセミナー・個別相談、功績者表彰等の実施
• 各地域の標準化パートナー機関等が連携して中堅・中小企業等を支援するた

めの体制構築 等
 次世代標準化人材育成

• 国際幹事・議長候補等の国際会議等への派遣（OJTによる国際標準化業
務の修得・他国専門家との人脈形成等） 等

 JIS法・計量法の適正な執行
• 法改正、制度見直しに係る周知・相談応対、指針・基準に係る調査研究 等

国際標準開発（テーマ例）

我が国の国際標準化戦略を強化するための体制構築

国 民間企業等
委託

人工知能（AI）の普及に向けた環境整備に関する国際標準化

AI普及の環境整備のた
め、発注側と開発側で共
通の認識を持つべき事項
に関する標準を開発する
とともに、従来のソフトウェ
アとは異なり、学習により
出力が変わるAIの特性を
踏まえた品質評価の考え
方についても標準化を進
める。

（入力）観測・データ収集

（
出
力
）
実
行
・
制
御

（
学
習
）
認
識
・
モ
デ
ル
化

評価の考え方のガイドラインを標準化

学習により変化。
同じ尺度では
評価できない？
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省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費
令和2年度概算要求額 26.0億円（26.3億円）

産業技術環境局 基準認証政策課
03-3501-9232

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等
委託

事業イメージ

事業目的・概要
第4次産業革命の時代を迎え、ルール形成を通じた市場開拓・拡大

やイノベーションの成果を社会実装するために、標準化の戦略的な推
進が極めて重要になっています。

 このため本事業では、我が国が強みを有する省エネルギー等に関する
製品・システム等について、アジア諸国等との共同研究や関連技術
情報・実証データの収集、国際標準原案の開発・提案、国際標準の
普及を見据えた試験・認証基盤の構築などの事業を実施します。

 また、国際標準を活用して市場優位性を確保できる体制の構築を目
指して、国際標準化戦略に係る調査研究、標準化の戦略的活用に
係る啓発・情報提供、次世代標準化人材（国際標準化機関の国
際幹事・議長候補等）の育成等を行います。

成果目標
平成26年度から令和34年度までの9年間の事業であり、本事業を

通じて国際標準を国際標準化機関に提案し、(3年程度を要する国
際標準化機関での審議を経て)令和37年度までに累計350件の国
際標準の発行を目指します。(平成30年度までに123件を発行済)

省エネルギー等に関する国際標準開発（テーマ例）

我が国の国際標準化戦略を強化するための体制構築
 国際標準化戦略に係る調査研究

• 海外の規制やフォーラムを含む標準化動向等についての情報収集・分析 等
 国際標準化機関等対策活動

• 国際標準化機関における政策・マネジメントに係る議論や他国提案への対応、
海外標準化機関との標準化協力、日本での国際会議開催 等

 標準化の戦略的活用に係る啓発・情報提供（セミナー、個別相談）
 次世代標準化人材育成

• 国際会議でのOJTによるスキル・ノウハウの習得 等

スマートモビリティ

自動車専用道路自動運転システム

自動走行の実現には、多様な要素技術等の連携が必要。国連主導で関連法規
制の議論が進んでおり、規制引用を見越した国際標準開発の一部を日本が主導。

トラック隊列走行システム
車間調整機能、レーンチェンジ時の安全
確認機能等の評価方法などを標準化

通信プロトコルや車間を保つ制御シス
テムの評価方法などを標準化
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工業標準化法改正の背景

グローバル市場における我が国企業や産業の競争力強化の観点から、環
境変化に対応した制度設計が必要に

＜工業標準化法＞
 鉱工業品の品質の改善、生産・流通・使用又は消費の合理化などのため、日本工業

規格（JIS）の制定とJISマーク表示制度の運用のための措置を定めた法律。
 日本の標準化は、日本工業規格（JIS）の活用により、製造業の生産性向上及び

国民生活の改善に貢献。標準化活動は、政府主導による、業界内の合意を前提とし
た活動との位置づけ。

＜標準を取り巻く環境の変化＞
 一方、欧米では、民間取引に必要な認証として標準が活用されてきたが、80

年代以降は欧州の市場統合やWTO/TBT協定に伴い、国際市場を獲得する
手段として標準を活用。

 さらに近年では、サービス・マネジメント分野への標準化の対象の拡大に加え、
第４次産業革命の進展に伴い業種横断的な標準化が進行。



① JISの対象拡大・名称変更

56※JISマーク認証を含む

 国際標準の範囲に合わせ、JIS (※)の対象にデータ、サービス分野を追加。
 法律名を「産業標準化法」に改め、 「日本工業規格」を「日本産業規格」に改正した。

分 野 国際標準(ISO/IEC) 工業標準化法 産業標準化法

鉱工業

【19世紀後半～】
 ISO 1501

（ミニチュアスクリューねじ）
 ISO 1585 

（路上走行車：エンジン試験規約）
 ISO 7173

（家具-いす及びスツール 強度及び耐久性）
 IEC 60086-1

（乾電池の寸法、試験方法等） 等

経営
管理

【1970年代後半～】
 ISO 9001

（品質マネジメントシステム）
 ISO 14001

（環境マネジメントシステム）
 ISO 26000

（組織の社会的責任）
 ISO 37001

（贈収賄防止マネジメントシステム） 等

サービス
【2000年代～】
 ISO 29990

（学習サービス）
 ISO 13009

（観光及び関連サービス） 等

従来のＪＩＳは
鉱工業分野のみを対象

※経営管理分野は
鉱工業に関する部分のみ 改正後のＪＩＳは

サービス分野（マネジメ
ント・データ等含む）

を追加



② JIS制定の民間主導による迅速化

57

 標準化の専門知識・能力を有する認定を受けた民間機関からのJIS案について、JISC
の審議を経ずに迅速に制定するスキームを追加。

従
来
ス
キ
ー
ム

追
加
ス
キ
ー
ム

申請の受付JIS案作成 JIS案の審議

主務大臣 主務大臣

申出

JIS案作成 申出

付議 答申

JISCでの審議は不要

日本工業
標準調査会
<JISC>

関係団体等

認定機関

※産業標準化法においても、認定機関がないなど迅速化スキームが使えない場合は従来のスキームを用いる
※主務大臣は、内閣府、総務省、文科省、厚労省、農水省、経産省、国交省、環境省の各担当大臣

官
報
公
示

JIS
制定
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③ 罰則の強化
 国内素材メーカーの一連の品質データ不正事案の中で、JISマーク認証取消しが発生し

たことを踏まえ、JISマークを用いた企業間取引の信頼性確保のため罰則を強化。

•認証を取得していない事業者が、JIS
マークを表示した場合

•認証取得事業者が、報告徴収及び立
入検査に基づく、主務大臣による表示
の除去・抹消又は販売停止の命令に違
反した場合

※日本農林規格等に関する法律（JAS法）においても、認証を取得していない事業者が、格付又は適合の表示を行った場合は１億円の罰金。

【改正前】
•法人に100万円以下の罰金

【改正後】
•法人に1億円以下の罰金

※同規定における行為者への罰則の水準は、改正後も変更なく、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

罰則の対象 罰則の水準



(法律の目的)
第一条 この法律は、適正かつ合理的な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国
際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及び使用又
は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

法目的の追加（第一条）

④ 国際標準化の促進

努力義務規定の追加（第七十条）

４ 国、国立研究開発法人、大学、事業者その他の関係者は、産業標準化又は国際標準化に関する施策が効果的かつ効
率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

（産業標準化及び国際標準化の促進）
第七十条 国は、産業標準の制定及び普及、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力並びに産業標準

化及び国際標準化に関する業務に従事する者への支援を通じて、産業標準化及び国際標準化の促進に努めるものとする。

２ 国立研究開発法人及び大学は、民間事業者と連携しつつ、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体
その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めると
ともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産
業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

３ 事業者は、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の
産業標準化又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業
務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事
する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

 法目的に国際標準化の促進を追加し、産業標準化及び国際標準化に関する、国、国
研、大学及び事業者の努力義務規定を整備。

国の努力義務

国立研究開発法人
及び大学の努力義務

事業者の努力義務

各主体が連携する
努力義務
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